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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乾燥生姜の粉砕物１重量部に対して焙煎した珈琲豆の粉１０～２０重量部を含有する、
茶抽出用組成物。
【請求項２】
　乾燥生姜が乾姜である、請求項１に記載の茶抽出用組成物。
【請求項３】
　珈琲豆の粉が細挽き粉又は極細挽き粉である、請求項１又は２に記載の茶抽出用組成物
。
【請求項４】
　乾燥生姜の粉砕物１重量部に対して焙煎した珈琲豆の粉１０～２０重量部を含有する組
成物が封入されている茶抽出用包装物であって、組成物１ｇあたり６０～１４０ｍＬの水
を用いて茶が抽出されるように組成物の封入量が調節されている、前記茶抽出用包装物。
【請求項５】
　乾燥生姜が乾姜である、請求項４に記載の茶抽出用包装物。
【請求項６】
　珈琲豆の粉が細挽き粉又は極細挽き粉である、請求項４又は５に記載の茶抽出用包装物
。
【請求項７】
　乾燥生姜の粉砕物１重量部に対して焙煎した珈琲豆の粉１０～２０重量部を含有する組
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成物から、組成物１ｇあたり６０～１４０ｍＬの水を用いて茶を抽出する工程を含む、茶
飲料の製造方法。
【請求項８】
　乾燥生姜が乾姜である、請求項７に記載の製造方法。
【請求項９】
　珈琲豆の粉が細挽き粉又は極細挽き粉である、請求項７又は８に記載の製造方法。
【請求項１０】
　抽出する工程が、冷水～常温の水を用いて３時間以上抽出する工程又は８５℃以上の熱
水を用いて１～１０分間抽出する工程である、請求項７～９のいずれかに記載の製造方法
。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生姜及び珈琲豆を素材とする茶抽出用組成物、及びこれを利用して製造され
る新しい飲料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　飲料としての茶は、一般的にはツバキ科の植物であるチャノキの葉や茎、特にそれらの
乾燥粉末に水又は湯を加えて得られる飲料を指すが、チャノキ以外の植物を素材とした飲
料も茶として認められ、商業的にも流通している。以下、飲料としての茶を本明細書では
単に茶又は茶飲料と表すこととする。
【０００３】
　チャノキ以外の植物を素材とした茶飲料の代表的な例は、麦茶、ハトムギ茶、熊笹茶、
竹茶、そば茶、甜茶、ドクダミ茶、マテ茶、昆布茶などが挙げられるが、その他多種多様
な植物を素材とした茶飲料が存在する。チャノキ以外の植物を利用した茶飲料は、中国で
は茶外茶と表されることがある。
【０００４】
　茶飲料には、本来的に嗜好性が求められるが、近年の健康指向の高まりから、天然素材
を利用した飲食品の保健作用にも期待が寄せられている。そのため、食経験があり、その
保健作用が認知され、かつ独特の風味を有する植物は、茶飲料用の素材としても有用であ
り得る。
【０００５】
　生姜は、独特の辛味と芳香及び種々の保健作用を有するために、香辛料や調味料として
あるいは生薬として広く使用されている。生姜の保健作用で特に注目されているのが体を
温めて発汗を促す作用であり、風邪の引き始めや体が冷えたとき等に生姜を摂ることは日
常的に行われている。
【０００６】
　また、生姜独特の風味を好む者の間では、ジンジャーティーやジンジャーコーヒーなど
のように、元々の飲料の風味に生姜の独特の風味を加えた嗜好性飲料が好まれている。一
方、生姜独特の風味を好まない人も少なくなく、塩基性アミノ酸を有効成分とする生姜含
有飲料の風味改善剤など、生姜の風味を抑制する手段も模索されている（例えば、特許文
献１など）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１３－９０６０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　本発明は、嗜好性の高い、新たな茶飲料を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、生姜と珈琲豆とを特定の比率で配合することで、これまでにない新たな
風味を有する茶飲料を製造することができることを見出し、下記の各発明を完成させた。
【００１０】
（１）乾燥生姜の粉砕物１重量部に対して焙煎した珈琲豆の粉１０～２０重量部を含有す
る、茶抽出用組成物。
（２）乾燥生姜が乾姜である、（１）に記載の茶抽出用組成物。
（３）珈琲豆の粉が細挽き粉又は極細挽き粉である、（１）又は（２）に記載の茶抽出用
組成物。
（４）乾燥生姜の粉砕物１重量部に対して焙煎した珈琲豆の粉１０～２０重量部を含有す
る組成物が封入されている茶抽出用包装物であって、組成物１ｇあたり６０～１４０ｍＬ
の水を用いて茶が抽出されるように組成物の封入量が調節されている、前記茶抽出用包装
物。
（５）乾燥生姜が乾姜である、（４）に記載の茶抽出用包装物。
（６）珈琲豆の粉が細挽き粉又は極細挽き粉である、（４）又は（５）に記載の茶抽出用
包装物。
（７）乾燥生姜の粉砕物１重量部に対して焙煎した珈琲豆の粉１０～２０重量部を含有す
る組成物から、組成物１ｇあたり６０～１４０ｍＬの水を用いて茶を抽出する工程を含む
、茶飲料の製造方法。
（８）乾燥生姜が乾姜である、（７）に記載の製造方法。
（９）珈琲豆の粉が細挽き粉又は極細挽き粉である、（７）又は（８）に記載の製造方法
。
（１０）抽出する工程が、冷水～常温の水を用いて３時間以上抽出する工程又は８５℃以
上の熱水を用いて１～１０分間抽出する工程である、（７）～（９）のいずれかに記載の
製造方法。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、独特の焙煎の色・香りと、爽やかでライトな飲み心地と、飲んだ後の
ほのかな刺激感を楽しむことのできる、新しい風味を有する嗜好性の高い茶飲料を提供す
ることができる。また本発明によると、生姜の風味が苦手な者であっても、飲んだときに
体が温まる効果を体感することができる茶飲料を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の第１の態様は、乾燥生姜の粉砕物１重量部に対して焙煎した珈琲豆の粉１０～
２０重量部を含有する、茶抽出用組成物に関する。
【００１３】
　生姜の産地、大きさには特に制限はなく、食用として一般に流通している根生姜を使用
することができるが、乾姜すなわち湯通しした又は蒸した後に乾燥させた生姜の使用が好
ましい。特に、蒸した後にさらにオーブンで加熱処理して乾燥させることで得られる乾姜
の使用が好ましい。
【００１４】
　乾燥生姜の粉砕物（以下、単に生姜粉砕物と表す）は、根生姜を任意の方法で乾燥させ
粉砕したものである。コルク皮は除かれることが好ましい。乾燥は、天日干し、熱風乾燥
、オーブン乾燥その他いずれの方法であってもよく、粉砕したものが湿らない程度に乾燥
させればよい。また粉砕は、茶漉し、不織布又はペーパーフィルターその他を用いて茶を
抽出するに適した細かさに粉砕すればよいが、市販の片栗粉程度の細かさに粉砕すること
が好ましい。本発明で使用される生姜粉砕物は、例えば一般的な調理用ミキサー、フード
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プロセッサー、すり鉢などを用いて調製することができる。
【００１５】
　焙煎した珈琲豆の粉（以下、単に珈琲粉と表す）は、適当な条件で焙煎した珈琲豆を挽
いて得られる粉である。焙煎の程度は一般に浅煎り、中煎り、深煎りに大別され、それぞ
れさらに細かく分類されるが、本発明における焙煎は中煎りから深煎りであればよい。ま
た珈琲豆の挽き方は、一般に極細挽き、細挽き、中挽き、粗挽き、極粗挽きなどに分類さ
れるが、このうち本発明に使用される珈琲粉は、細挽き又は極細挽きしたものであること
が好ましい。本発明で使用される珈琲豆は、例えば一般的なコーヒーミルを用いて調製す
ることができる。
【００１６】
　第１の態様の茶抽出用組成物は、生姜粉砕物１重量部に対して珈琲粉１０～２０重量部
を実質的に均一になるように混合することによって調製することができる。茶抽出用組成
物は、生姜粉砕物及び珈琲粉の他に、茶飲料の抽出を妨げたり又は不快な味や臭いを生じ
させない限り、酸化防止剤その他の任意の成分を含んでもよい。
【００１７】
　茶抽出用組成物は、水を用いて茶飲料を抽出するために用いられる。茶抽出用組成物は
、浸漬法による抽出、すなわちフレンチプレス、サイフォンなどを用いた抽出、又は緑茶
若しくは紅茶を入れる際に使用する急須、茶漉しなどを用いた抽出に供することができ、
ティーバッグ、不織布その他の包装袋に封入された形態で抽出に供することがより好まし
い。茶抽出の際の組成物の使用量及び抽出方法については、第２及び第３の態様において
説明する。
【００１８】
　本発明の第２の態様は、生姜粉砕物１重量部に対して珈琲粉１０～２０重量部を含有す
る組成物が封入されている茶抽出用包装物であって、組成物１ｇあたり６０～１４０ｍＬ
の水を用いて茶が抽出されるように組成物の封入量が調節されている、前記茶抽出用包装
物に関する。すなわち、第２の態様にかかる茶抽出用包装物は、前記第１の態様にかかる
組成物がティーバッグ、不織布その他の茶抽出用の包装袋に封入されているものである。
【００１９】
　包装袋は、茶飲料の抽出に適し、かつ生姜粉砕物及び珈琲粉が漏れ出たり目詰まりした
りしない程度の目地のものを利用すればよい。材質は紙、不織布、ポリエステル又はナイ
ロン等の化繊いずれでもよく、また形状もティーバッグ、ドリップバッグ、ふうせんバッ
グ、テトラバッグ、平バッグその他のいずれでもよい。
【００２０】
　組成物の封入量は、組成物１ｇから６０～１４０ｍＬの水を用いて茶が抽出されるよう
に調節される。例えば、一般的なティーカップ１杯の容量に相当する２００ｍＬの茶の抽
出に１つのテトラバッグ（例として寸法５８ｍｍ×７０ｍｍのもの）を使用するときは、
組成物の封入量は１バッグ当たり１．４ｇ～３．４ｇとなるように調節される。また、テ
ィーボトル１本の容量に相当する１Ｌの茶の抽出に１つの平バッグ（例として寸法５０ｍ
ｍ×９０ｍｍのもの）を使用するときは、組成物の封入量は１バッグ当たり７．１ｇ～１
６．７ｇとなるように調節される。なお、上記の各例で２つの包装物を使用して茶を抽出
するように包装物を用意するときは、１包装物当たりの封入量は上記の半分にすればよい
。
【００２１】
　このように、本発明にかかる茶抽出用組成物及びこれを封入した包装物は、組成物１ｇ
から６０～１４０ｍＬの水を用いて茶を抽出するという条件の下で使用されることが推奨
される。この抽出条件は、本発明の第３の態様においてより詳細に説明する。
【００２２】
　本発明の第３の態様は、生姜粉砕物１重量部に対して珈琲粉１０～２０重量部を含有す
る組成物から、組成物１ｇから６０～１４０ｍＬの水を用いて茶を抽出する工程を含む、
茶飲料の製造方法に関する。
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【００２３】
　生姜粉砕物、珈琲粉及びそれらを含有する組成物は先に説明したとおりであり、またこ
の組成物はティーバッグ、不織布その他の茶抽出用の包装袋に封入されていることが好ま
しい。
【００２４】
　抽出は、組成物１ｇから６０～１４０ｍＬの水を用いて行い、特に冷水～常温の水を用
いて３時間以上又は８５℃以上の熱水を用いて１～１０分間行うことが好ましい。
【００２５】
　第３の態様にかかる方法の例としては、生姜粉砕物１重量部に対して珈琲粉１０～２０
重量部を実質的に均一になるように混合した組成物の１．４ｇ～３．４ｇを５８ｍｍ×７
０ｍｍのテトラバッグに封入して包装物を用意し、これを適当な大きさのマグカップに入
れ、９５℃の熱水２００ｍＬを注ぎ入れて１～２分置くことで、茶飲料を製造することが
できる。
【００２６】
　第３の態様にかかる方法の別の例としては、生姜粉砕物１重量部に対して珈琲粉１０～
２０重量部を実質的に均一になるように混合した組成物の７．１ｇ～１６．７ｇを５０ｍ
ｍ×９０ｍｍの平バッグに封入して包装物を用意し、これを１Ｌ用のプラスチック製ティ
ーボトルに入れ、１Ｌの室温の水を注ぎ入れた後、冷蔵庫に３～５時間置くことで、茶飲
料を製造することができる。
【００２７】
　本発明の第１の態様である茶抽出用組成物又は第２の態様である包装物を使用して得ら
れる茶飲料、ならびに第３の態様によって製造される茶飲料は、生姜及び珈琲を素材とし
て含みながらも、素材固有の風味を容易には感じ取ることができず、代わりに独特の焙煎
の色・香りと、爽やかでライトな飲み心地と、飲んだ後のほのかな刺激感を楽しむことの
できる、新しい風味を有する茶飲料である。以前からジンジャーコーヒーと一般に称され
る飲料が知られており、様々なレシピも提案されているが、それらは名称の通りの生姜の
風味を有する珈琲である。本発明の茶飲料は、そのようなジンジャーコーヒーとは一線を
画する、これまでにない「味覚」「嗅覚」「視覚」で感じられる新たな茶飲料であり、珈
琲が苦手な者、生姜の風味が苦手な者であっても、本発明の茶飲料を気軽かつ大量に楽し
むことができる。さらに、本発明の茶飲料は、他の飲食物との相性がよく、和食、洋食と
いった食事の種類を問わず食事の際に一緒に摂ることができ、また間食時の飲料としても
気軽に楽しむことができる。
【００２８】
　また本発明にかかる茶飲料は、飲んだときに体が温まる効果を体感することができる飲
料である。本発明にかかる茶飲料は、上記の通り生姜独特の風味を容易には感じ取ること
はできないが、生姜の効能と言われている体の温め効果を有していることが、試飲者によ
って確認されている。
【００２９】
　このように、本発明は、独特の風味を楽しむことができ、また有益な保健作用を伴った
、新しい嗜好性飲料を提供するものである。
【実施例】
【００３０】
＜実施例１＞
１）市販の国産根生姜を１～２ｍｍの薄さにスライスしたものを蒸し器に入れ、３０分ほ
ど黒色になるまで蒸した後、１００℃のオーブンで１時間ほど加熱して、乾姜を得た。冷
ました乾姜を家庭用ミキサーにかけて粉砕することで、生姜粉砕物を調製した。また、ハ
イローストに焙煎した珈琲豆を業務用の電動コーヒーミルを用いて極細挽きにして、珈琲
粉を調製した。生姜粉砕物１０ｇと珈琲粉２００ｇをミキサーに入れて軽く撹拌すること
で、茶抽出用組成物を得た。
【００３１】
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２）１）で調製した茶抽出用組成物２ｇを５８ｍｍ×７０ｍｍのティーバッグ１袋に入れ
て封をして、茶抽出用包装物としてティーバッグを製造した。ティーバッグ１袋をマグカ
ップに入れ、９５℃の熱湯２００ｍＬを注いで１分間置いて、茶飲料を製造した。
【００３２】
３）１）で調製した茶抽出用組成物１０ｇを５０ｍｍ×９０ｍｍの不織布バッグに入れて
封をして、茶抽出用包装物として不織布バッグを製造した。不織布バッグを１Ｌ用のプラ
スチック製ティーボトルに入れ、１Ｌの水を足した後、ボトルごと冷蔵庫内に移し、４時
間水出し抽出して、茶飲料を製造した。
【００３３】
＜試験例＞
　延べ２４名のパネルに実施例１の２）のティーバッグを用いて茶飲料を調製してもらい
、さらに実際に飲んでもらった後に、表１に挙げた各項目について飲んだ後の感覚として
該当すると思われるものを数の制限なく選択させた。
【００３４】

【表１】

【００３５】
　また、上記の評価の後、素材として生姜破砕物及び珈琲豆を使用していることを告げた
上で、「珈琲が苦手な者にも勧められる」及び「生姜が苦手な者にも勧められる」につい
て質問したところ、前者では１７名、後者は１４名が該当すると回答した。
【００３６】
　また、自由記述で上記項目以外で気がついた点を挙げてもらったところ、「のどが爽や
か」、「喉がスースーする」、「珈琲より優しくて飲みやすい」、「胃に優しい」などの
評価が複数のパネルから得られた。
【００３７】
　実施例１の１）で調製した茶抽出用組成物を１．４ｇ又は３．４ｇ用いて、実施例１の
２）と同様の手順で茶飲料を製造した。いずれの茶飲料も実施例１の２）で調製した茶飲
料と同様の官能的評価を得た。
【００３８】
＜比較例＞
　表２に記載の重量比の生姜粉砕物と珈琲粉をミキサーに入れて混合して組成物を調製し
、実施例１の２）と同様の手順で飲料を製造した。この飲料を５名のパネルに試飲させ、
自由記述で風味に関する評価をさせた。その結果を表２に示す。生姜粉砕物と珈琲粉の重
量比が１：１０である本発明の茶飲料に比べ、１：４の飲料及び１：７の飲料は生姜感が
強すぎ、１：３０の飲料及び１：４０の飲料は珈琲感が強すぎるという結果であり、これ
らはいずれも茶飲料としての官能特性を有していなかった。
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【表２】
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